
 

 
 
 

特別避難場所の名称変更に伴う広報チラシの掲示について 
 
 
 日頃から、港北区政の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 

 横浜市では、平成 28年４月に発生した熊本地震を受け、横浜市で大規模な災

害が発生した場合でも、避難生活に支援等が必要な要援護者が二次的に避難す

る特別避難場所が円滑に開設・運営できるよう検討を行ってきました。 

この検討結果を受け、平成 30年４月から、特別避難場所の名称を、一般的に

使用され、より機能をイメージしやすい「福祉避難所」に変更します。 

名称変更にあわせて、福祉避難所の役割について、広く周知するため、広報チ

ラシを作成いたしましたので、掲示をお願いします。 

 
 
 
 

 ・広報資料 
     福祉避難所についてお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ＜担当＞ 

港北区高齢・障害支援課 
担当 廣瀬、佐藤  

電話：540-2317  
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②港北区の福祉避難所に関するお問い合わせは、港北区高齢・障害支援課まで

①制度に関するお問い合わせは、健康福祉局福祉保健課まで
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